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１． 事業者名及び代表者名
株式会社　三島電子
代表取締役　　倉上　智成

２． 所在地

名　称 延床面積

本社工場 140㎡ 今回の認証対象

３． 環境管理責任者、事務担当者の氏名及び連絡先

環境管理責任者　　　倉上　智成 TEL      　055-933-8520

事務担当者　　　　　　倉上　明子　 E-mail     k-tomonari@mishimadenshi.co.jp

４． 事業の概要

プリント基板　実装

５． 事業規模
2022年10月15日現在

項　目

売上高 全社　　　　 1億8,000万円

全社　　11名

(内訳：　本社工場　11名）

６． 事業年度 　毎年　4月1日～翌年3月31日

７． レポートの対象期間及び発行日

環境経営レポートの対象期間（2021年4月1日～2022年3月31日）

環境経営レポートの発行日（2022年12月10日）

８． 対象範囲（認証・登録範囲）

活動；プリント基板　実装

P1

備　考

内　　　　　容

対象組織；本社工場

Ⅰ　組織の概要

従業員数

　静岡県沼津市吉田町14-23

所　在　地



１．
１）
２）
３）

２． 環境関連法規制等の遵守

３． 環境に配慮した製造活動

４． 環境経営の継続的改善
環境に配慮した製造活動を中心に環境経営の継続的改善を行います。

５． 環境コミニュケーションの実施
１）

２）

制定年月日 2017年8月1日（初版）

株式会社　 三島電子
代表取締役　倉上　智成 　　

P2

　当社は環境理念に基づき、以下の基本方針を定め、継続的な環境経営を展開します。

社外に環境活動レポートを公開し、利害関係者のみならず社会とのより良いコミ
ニュケーションを図って行きます

二酸化炭素排出量、廃棄物排出量、総排水量等の削減に努めます

環境関連法規制を遵守します

電気、ガソリン等の使用量削減に努めます
３R活動の展開による廃棄物の削減に努めます
節水活動による水使用量の削減に努めます

社内においては、全従業員に環境方針を周知し、全社員参画による取組を目指
します

Ⅱ　環境経営方針

　当社は、株式会社三島電子の社是・社訓、経営理念に基づき、本業であるプリント基板
実装の業務を通じて、地球温暖化問題への取り組みや地域の環境活動に自主的・積極
的に取り組みます。安全で安心していただける商品を効率よく、タイムリーにお客様に提
供することが当社の一番の環境対策と考えて、従業員一丸となって継続的に改善活動に
取組んでまいります。

[基本方針]

株式会社　三島電子　環境方針

[環境理念]

環境に配慮したプリント板 実装を推進します。



＜関係者の権限と役割＞

社長
① 環境経営全般に関する責任と権限
② 環境経営に必要な資源の準備
③ 環境経営システム全体の評価と見直し
④ 環境管理責任者の任命
⑤ 経営の課題のチャンスの明確化

環境管理責任者
① 環境経営システム全般の運用・管理
② 環境目標及び環境活動計画の作成
③ 取組状況の社長への報告
④ 環境活動レポートの作成

ＥＡ２１事務局
① 環境負荷データ等の集計
② 環境目標・環境活動計画の進行管理
③ 「環境負荷」及び「環境への取組」の自己チェックの実施
④ 環境管理責任者へ取組状況の報告
⑤ 法規制の遵守状況チェック
⑥ 文書・記録の管理

各部門長
① 部門の環境活動計画の実施
② 部門データの集計
③ 部門の問題点把握と是正対策の実施
④ 部門取組状況の事務局への報告
⑤ 部門の従業員教育

その他の従業員
① 自分の役割を守りエコアクション21活動を推進する

P3

Ⅲ　実施体制

本社工場

対象範囲：本社工場

三島工場については、顧客の
社内外注の為、対象外とす
る。

（取締役）

倉上　けい子

代表取締役

ＥＡ２１事務局

（総務部）

総務部 製造部

倉上　智成

環境管理責任者

倉上　明子

倉上　明子

（代表取締役）
倉上　智成

門西　あつよ



１．2021年度（2021年4月〜2022年3月）の環境目標

目標削減率 目標値

㎏-CO2 -4% 40,193.92

kWh -4% 46,632.00

L -4% 7,410.24

kg -4% 31.16

産業廃棄物 t 実績把握

一般廃棄物 kg -4% 679.68

㎥ -4% 97.92

―

件 1件

＜備考＞

基準年度

2016年度 2021年度 2022年度 2023年度

㎏-CO2 41,868.66 -4％ -5％ -6％

電力 kWh 48,575.00 -4％ -5％ -6％

ガソリン L 7,719.00 -4％ -5％ -6％

プロパンガス kg 32.46 -4％ -5％ -6％

産業廃棄物 t 0 実績把握 実績把握 実績把握

一般廃棄物 kg 708.00 -4％ -5％ -6％

㎥ 102.00 -4％ -5％ -6％

―

件 2件 1件 1件 1件

＜備考＞

１．

２．

P4

「購入電力」の二酸化炭素排出係数は、東京電力（2018年度）調整後排出係数の「0.455㎏-CO2/kWh」を使用し
た。

２．短期・中期の環境目標

環境目標は、2016年度を基準年とした基準年比で示す。

品質クレーム

化学物質使用量

二酸化炭素排出量

削減率等

「化学物質使用量」はない為目標を設定しない

項目

Ⅳ　環境経営目標

単位

水使用量

廃棄物排出
量

単位

ガソリン

廃棄物排出
量

2021年04月〜2022年03月

品質クレームに配慮した製品づくり

化学物質使用量

内訳

水使用量

電力

内訳

二酸化炭素排出量

2021年度

プロパンガス

項目



4,5,6,7月 8,9,10,11月 12,1,2,3月

A

B

C

D

E

A

B

C

D

A

B 4月実施 8月実施 12月実施

C

D

E

A

B 月初点検 月初点検 月初点検

C

D

E

F

G

H

I

J

A

B

C

D

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

A

B

C
D

A

B

C

D

P5

急発進・急加速の禁止

不必要なアイドリングの禁止

不要な荷物を積まない（１回／月チェックする）

水もれ点検の実施

低冷房運転の励行

自動車購入時は省エネ車に切り替え（本年1台更新予定）

スケジュール
環境活動項目 責任者

二酸化炭素の削減

運
転
管
理
等

工
場
・
事
務
所

排気設備使用箇所数にあった設定値

コンプレッサー排気ダクト設置の検討

同方向は相乗りの励行

封筒などの再利用

成形不良品の削減

廃油(作動油）の削減

廃棄物の削減

品質クレーム件数の削減

水使用量の削減

治工具の可視化と姿置き

配膳作業による異品種混入や数量ミスの撲滅

ワンポイントレッスンの実施

Ⅴ　環境経営計画

製造工程の見直し

コンプレッサーのエア漏れチェック

未使用設備の電源OFF(製造設備・OA機器・他）

５S活動の実施

倉上

エ
コ
・
ド
ラ
イ
ブ

倉上

渡邉
門西

クールビズ、ウォームビズの実施

空調フィルターの定期清掃（夏前、冬前　２回／年）

図面、チェックシート、指示書の管理

計測器の管理

ワンポイント標準の整備

倉上

鉛共晶・鉛フリー半田　使用工具の分類

倉上

倉上
空
調
等

排気設備未使用箇所のフタ閉め

洗車時の節水

倉上

コピー用紙の両面使用



運用期間（2021年4月〜2022年3月）の環境目標の実績　

基準期間

2016年04月
〜

2017年03月

基準値 目標 削減率 目標値 実績 削減率 実績値 評価

㎏-CO2 41,868.66 -4% 40,193.92 -16% 35,261.32 ○

kWh 48,575.00 -4% 46,632.00 1.6% 49,330.00 ×

L 7,719.00 -4% 7,410.24 -28.8% 5,498.00 ○

kg 32.46 -4% 31.16 -37.6% 20.27 ○

産業廃棄物 t 0 実績把握 0 ○

一般廃棄物 kg 708.00 -4% 679.68 -15.8% 596.00 ○

㎥ 102.00 -4% 97.92 -27.5% 74.00 ○

―

件 2 1 0 ○

＜備考＞削減比率は、目標値に対する削減量の割合である。

＜評　価＞

原因

是正

原因

是正

P6

一般
廃棄物

電力

ガソリン

プロパンガス（LPG）

品質クレーム

電力

Ⅵ　環境経営目標の実績とその評価
次年度の環境経営目標

運用期間

2021年04月〜2022年03月　　項目 単位

二酸化炭素排出量

運用期間（2021年4月〜2022年3月　）の実績・評価 を以下に示す。

作業者全員の意識によりこまめな電源OFF等の実施したが生産量の増加により達成でき
なかった。

引き続き意識を持ち無駄な電気の使用をひかえる。

廃棄物排出量

水使用量

化学物質使用量

内訳



A ○

B ○

C ○

D
―

E ―

A ○

B ○

C ○

D
―

A ○

B ○

C ―

D ―

E ―

A ○

B ○

C ○

D ○

E ○

F ○

G ○

H ―

I ―

J ―

A ○

B ○

C ―

D ―

A ○

B ○

C ○

D ○

E ○

F ○

A ○

B ○

C ○

D ○

＜備考＞

1 取組期間の評価は2021年4月～2022年3月の1年間の実績評価である。

2 評価判定

P7○（良くできた）・△（まあまあできた）・×（できなかった）・‐（実施が見送られた）

成形不良品の削減

廃油(作動油）の削減

倉上

治工具の可視化と姿置き

配膳作業による異品種混入や数量ミスの撲滅

計測器の管理

ワンポイント標準の整備

ワンポイントレッスンの実施

図面、チェックシート、指示書の管理

水使用量の削減

洗車時の節水

倉上
水もれ点検の実施

空調フィルターの定期清掃（夏前、冬前　２回／年）

工
場
・
事
務
所

製造工程の見直し

鉛共晶・鉛フリー半田　使用工具の分類

コンプレッサーのエア漏れチェック

未使用設備の電源OFF(製造設備・OA機器・他）

５S活動の実施

環境活動項目 責任者

二酸化炭素
の削減

エ
コ
・
ド
ラ
イ
ブ

不必要なアイドリングの禁止

倉上

低冷房運転の励行

自動車購入時は省エネ車に切り替え（本年1台廃
車）

運
転
管
理
等

同方向は相乗りの励行

倉上

空
調
等

クールビズ、ウォームビズの実施

倉上

徹底できました。 継続

徹底できました。

徹底できました。

継続

継続

徹底できました。 継続

継続徹底できました。

徹底できました。 継続

継続徹底できました。

評価 コメント
今後（次年度）
の取組内容

Ⅶ　環境経営計画に基づき実施した取組内容・取組結果とその評価
次年度の環境経営計画

（取組期間：2021年4月～2022年3月）

不要な荷物を積まない（１回／月チェックする）

急発進・急加速の禁止

品質クレーム件
数の削減

渡邉
門西

廃棄物の削減
封筒などの再利用

コピー用紙の両面使用

倉上
排気設備未使用箇所のフタ閉め

排気設備使用箇所数にあった設定値



P8

Ⅷ　当 社 の 取 組 み
使用工具の分類

鉛共晶半田用

鉛フリー半田用

排気設備未使用箇所のフタ閉め

使用時 未使用時

排気設備使用箇所数にあった設定値へ変更

改善前 改善後

改善前 改善後

改善前 改善後

前回より継続



P9

Ⅷ　当 社 の 取 組 み
各種掲示物作成

前回より継続



１． 環境関連法規等の遵守状況

当社に適用される環境関連法規等の遵守状況を確認した結果、違反はありませんでした。

評価日　2022年12月10日

評価者　環境管理責任者　倉上　智成

条項 遵守事項または規制基準 当社の適用及び対応 遵守結果

第5条 規制基準値の遵守 騒音の測定（市及び自主検査） 該当なし

第6条 特定施設の届出 該当なし

第8条 特定施設の数等の変更の届出 該当なし

第5条 規制基準値の遵守 騒音の測定（市及び自主検査） 該当なし

第6条 特定施設の届出 該当なし

第8条 特定施設の変更等の届出 該当なし

第10条 浄化槽の保守点検及び清掃に実施 保守点検及び定期清掃の実施 ○

第10条の2 浄化槽の使用開始報告書の提出
使用開始から30日以内に県知事へ提
出

○

第11条
指定検査機関による水質に関する検
査の実施

法定検査の実施（１回／年） ○

第6条の2第6項
一般廃棄物の収集運搬業者への委
託処理

市条例の収集・処理基準の遵守 ○

第12条第2項 産業廃棄物の適正保管 該当なし

第12条第5項 産業廃棄物の委託処理 該当なし

第12条第6項
運搬又は処分を委託する場合の処理
基準の遵守

該当なし

第12条の3第１項 マニフェストの交付 該当なし

第12条の3第2項 マニフェストの保管 該当なし

第12条の3第6項 マニフェストの保管 該当なし

第12条の3第7項 マニフェスト交付状況の知事報告 該当なし

第12条の3第8項
管理票写しの送付がない時の適切な
措置の実施

該当なし

第9条の4
少量危険物 及び指定可燃物の貯蔵
及び取扱基準

・市町村条例で定める
・指定可燃物：紙屑、プラスチック類等

該当なし

第11条 指定数量以上の危険物保管の届出
指定数量以上の危険物の保管の消
防署への届出

該当なし

第13条
危険物の取扱作業に関して保安の監
督

危険物取扱者の設置 該当なし

第17条の3 消防用設備等の点検及び報告 消火設備の定期点検 該当なし

家電リサイクル法（特定家庭用
機器再商品化法）

第6条
特定家庭用機器廃棄物の収集・運搬
をする者等への適切な引き渡し、料
金の支払

指定家電廃棄時のサイクル料金の支
払

該当なし

第8条 使用済自動車の引渡義務

第73条
使用済自動車の引き取り業者への引
き渡し

リサイクル料金の支払（廃車時）

省エネ法（エネルギーの使用の
合理化に関する法律）

第4条
エネルギー使用量の合計が１，５００Ｌ
／年以上の事業者は届出

エネルギー使用量（原油換算地）の把
握

該当なし

第16条

冷凍空調機器：全ての第一種特定機器が対象
①自身での「簡易点検(３ヶ月に１回以上)」実施
電動機定格出力に応じ有資格者による「定期点検」
②空調機（50kW以上）１年に１回以上
③空調機（7.5kW～50kW未満）３年に１回以上
④冷凍冷蔵機器（7.5kW以上）１年に１回以上

①企業・法人の管理者が確認

②、③、④
　有資格者による定期点検実施

○

第41条
第1種特定製品廃棄等実施者の引渡
義務

製品管理者のフロン類回収業者への
フロン類の引き渡し義務 該当なし

その他 明電舎様グリーン調達基準 明電舎様調達基準に遵守する。 ○

第52条 騒音基準の遵守義務 該当なし

第53条 騒音特定施設の届出
空気圧縮機（原動機の定格出力が
4kw)

該当なし

第55条 騒音特定施設変更の届出 該当なし

第79条 振動基準の遵守義務 該当なし

第80条 振動特定施設の届出 金属加工機械(液圧プレス） 該当なし

第82条 振動特定施設の変更等の届出 該当なし

第82条 産業廃棄物管理責任者の設置 該当なし

第10条 委託先の実地確認と記録の保存 現地確認記録の保管 該当なし

環境基本法 第8条 自主努力義務、行政への協力 EA21の取組 ○

地球温暖化対策推進法 第5条 自主努力義務、行政への協力 EA21の取組 ○

循環型社会形成推進基本法 第11条 廃棄物の３R及び適正処理の推進 廃棄物の分別、行政への協力 ○

リサイクル法（資源の有効な利
用の促進に関する法律）

第4条
指定再資源化製品のリサイクルへの
協力（適正廃棄）

パソコン、小型二次電池等の廃棄時 該当なし

グリーン購入法（国等による環
境物品等の調達の推進等に関
する法律）

第5条
事業者の責務（国等の施策への協力
等）

物品の購入、借り受け等する場合の
環境物品等の選択

○

２． 違反、訴訟等の有無
　　　 当社に対し関係機関からの指摘、利害関係者からの訴訟は過去３年間ありませんでした。

P10

責務
・

努力

Ⅸ　環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反、訴訟等の有無

法律・条例

自動車リサイクル法（使用済自
動車の再資源化等に関する法
律）

該当なし

静岡県生活環境の保全等に関
する条例

法令

法令

フロン排出抑制法（フロン類の
使用の合理化及び管理の適正

化に関する法律）

義務

廃棄物処理法（廃棄物の処理
及び清掃に関する法律）

静岡県産業廃棄物の適正な処
理に関する条例

静岡県条例

消防法

騒音規制法

振動規制法

浄化槽法



作成　 2022年12月10日

確認

1 □

2 □

3 □

4 □

5 □ 特に問題ありませんでした。

6 □

7 □

8 □

株式会社　三島電子

代表取締役　　　倉上　智成

変更の
必要性

1 有 ・ 無

2 有 ・ 無

3 有 ・ 無

4 有 ・ 無

5 有 ・ 無

6 有 ・ 無

P11

Ⅹ　代表者による全体の評価と見直し・指示

１
・
見
直
し
関
連
情
報

項    目 ：（必要に応じて評価・コメント記載）

エコアクション21文書 記録・文書として作成しました。

環境経営目標及び目標達成状況 全て目標達成

環境経営計画及び取り組み実施
状況

継続して取り組みます

環境関連法規要求一覧及び遵守
状況

記録に記載いたしました。

外部コミュニケーション・対応記録

問題点の是正・予防措置の実施
状況

是正対象は有りませんでした。

取引先、業界、関係行政機関、そ
の他の外部動向

明電舎様グリーン化プログラムの実施

その他（                                 ）

２
・
代
表
者
に
よ
る
全
体
評
価
・
見
直
し
指
示

前回より継続して活動を展開しきたが電力使用量が達成できなかった。生産量が増加していた事が原因の一つと考
えられる。より一層意識を高めて活動を継続していく。今後も継続して環境について教育を行い結果に結びついてい
けばと思います。

2022年12月10日

見直し項目 「有」の場合の指示事項等

環境経営方針

環境経営目標

その他（外部への対応）

環境経営計画

環境に関する組織（実施体制含
め）

その他のシステム要素

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔



訓練日

訓練日

参加者
全社員

※評価と改善策

参加者
全社員

※評価と改善策

　着用が不慣れな為、時間が掛かった→今後も定期的に訓練実施。通路の確保はOK、隣のマンションまでに
スムーズに移動できた。

想定される緊急時の状況 原因 対処・訓練等

想定される緊急時の状況 原因 対処・訓練等

2021.06.01 地震による津波 東海沖地震
・避難訓練
・ライフジャケットの着用方法の確認
　

パターン1 地震による津波対策（想定6ｍ） 東海沖地震

・避難訓練
・避難場所の確認
（隣のマンション）
・ヘルメット、ライフ
ジャケット準備

環境上の緊急対策
〈緊急時対策〉

　想定される環境に於ける緊急事態について、環境への影響を最小限にくい止めること・内外への連絡を円滑
に行うこと・可能な範囲で事前に想定、準備すること。また、定期的にその訓練を行う。更に、緊急事態の発生
や、訓練の後、対応の評価と改善策を行う。

想定のパターン 想定される緊急事態 原因 対応策

作成日：2021年6月1日
作成者：倉上　智成

訓練記録



作成・管理担当：

住所

連絡先

必要・不要

必要・不要8 ／
対策

・
苦情

電話
・

メール
・

（　　　　）

7 ／
対策

・
苦情

電話
・

メール
・

（　　　　）

必要・不要

6 ／
対策

・
苦情

電話
・

メール
・

（　　　　）

必要・不要

5 ／
対策

・
苦情

電話
・

メール
・

（　　　　）

必要・不要

4 ／
対策

・
苦情

電話
・

メール
・

（　　　　）

必要・不要

3 ／
対策

・
苦情

電話
・

メール
・

（　　　　）

必要・不要

2 ／
対策

・
苦情

電話
・

メール
・

（　　　　）

必要・不要

1 ／
対策

・
苦情

電話
・

メール
・

（　　　　）

　環境コミュニケーション受付表

NO. 情報入手日 情報種類 通報者 通報方法 内容
回答の
必要性

対応内容

環境上の苦情・要望・
要請はありませんでし

た。


